
平成 30 年度都区財政調整協議まとまる 

～交付金総額  約 700 億円 7.3％の増～ 

財調協議の概要 

◆協議の特徴 

昨年の１２月４日（月）から始まった平成 30 年度都区財政調整協議は、本年２月１日（木）

の都区協議会において都区合意に至りました。 

今回の協議は、平成３０年度税制改正において、都区双方が大幅な減収となる地方消費税

の清算基準の見直しが行われ、また今後、更なる地方法人課税の見直しも検討するとされる

など、都区を取り巻く財政環境が厳しい中での協議となりました。 

今年度も都区間の財源配分を見直すべき事由が生じていないことから、現行の配分割合の

もとでの協議となり、大きな課題であった保育所等の利用者負担の見直しや清掃費の見直し、

国民健康保険事業助成費（国保制度改革）などが、協議の中心となりました。 

区側は、現下の社会経済状況に応じた対応を図るため、昨年度に引き続き、既算定経費の

見直しを行い、新規・充実の提案に加え、縮減項目を整理し提案を行うなど、特別区間で自

主的に調整した内容を基本に整理すべく協議に臨みました。 

協議の結果、保育所等の利用者負担の見直しについて協議が整わなかったほか、待機児童

解消緊急対策対応経費や投資的経費に係る工事単価の見直しについても都区の見解が一致

せず、昨年度に引き続き暫定的に単年度の算定をすることとなりました。一方で、清掃費の

見直しや国民健康保険事業助成費（国保制度改革）など、２３区間で主体的に調整して提案

した事項については、相当程度反映することとなりました。 

引き続きの課題である特別交付金の割合の見直しや調整税減収時の補填対策、都市計画交

付金の見直しなどについては、区側から新たな視点での提案を行いましたが、踏み込んだ議

論とはなりませんでした。また、初めて提案した児童相談所関連経費については、区側から、

政令指定を受け、法に基づき設置した場合、区に権限が移ることとなるため、当然に財調算

定し、都区の役割分担の変更に伴い、配分割合を見直すべきと主張しましたが、都側からは

明確な見解が示されず、議論には至りませんでした。これらの課題については、来年度以降

引き続き協議を行い、解決を目指していくこととなります。 

平成 30 年度財調フレーム協議 

◆財源見通し 

財調交付金の財源となる調整税は、１兆８，５４５億円、今年度と比べ、１，０７３億円、

６．１％の増となりました。 

財調交付金総額は、過去最大の１兆２２８億円、今年度と比べ７００億円、７．３％の増

となりました。 

基準財政収入額は、地方消費税交付金などは減となるものの、特別区民税の増などにより、

１兆１，３１５億円、今年度と比べ、８３億円、０．７％の増となりました。 

基準財政需要額は、各区の実績を踏まえた算定項目の充実や改善を行った結果、２兆１，



０３１億円、今年度に比べ、７４８億円、３．７％の増となりました。 

◆主な課題の協議結果 

個別の課題については、以下のような協議が行われました。 

○保育所等の利用者負担の見直し 

 区側から、特別区の実態に基づく水準への見直しを提案しましたが、都側は国基準に基

づく現行算定が妥当とし、協議が整いませんでした。 

○清掃費の見直し 

「標準区ごみ量については、３年程度を基本に見直す」という都区の確認をもとに、標

準区ごみ量の見直し、収集運搬モデルの改定など清掃費全体の算定を改善しました。 

○国民健康保険事業助成費（国保制度改革） 

平成３０年度の国保制度改革に伴い、制度改革後の特別区の実態を踏まえた算定となる

よう算定を改善しました。 

なお、普通交付金の財源を踏まえた対応として、保育所整備等対応経費の臨時的算定、

義務教育施設の新築・増築等に係る元利償還金相当額の前倒し算定、都市計画交付金に係

る地方債収入相当額の前倒し算定を行うこととなりました。 

平成 29 年度財調再調整協議 

市町村民税法人分の増などにより、算定残は最終的に３３３億円となりました。 

協議の結果、保育所整備等対応経費、民泊対応経費、投資的経費に係る工事単価（建築工

事）の追加算定が行われることとなりました。 

第 2 回都区協議会 

以上の協議結果を踏まえ、２月１日（木）に開催された都区協議会において、最終的に合

意されました。 

会議の席上、区側委員を代表して西川太一郎特別区長会会長が発言した内容は別紙３のと

おりです。 

都区協議会の詳細については、下記ホームページにて、録画映像の視聴が可能です。 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8oap_88y0w 
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１．新規算定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２項目

○自治体中間サーバー・プラットフォーム運用経費負担金
○防災市民組織育成費（防火防災訓練災害補償等掛金）
○被災者生活再建支援システム運用経費
○安全安心まちづくり推進事業費（自動通話録音機貸与事業）
○小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費
○定期利用保育補助事業費
○待機児童解消緊急対策対応経費（認可外保育施設等保護者負担軽減事業費、
　保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費）
○健康増進計画・食育推進計画策定経費
○公害保健対策費（自動車騒音・振動・交通量調査経費）
○鳥獣被害対策事業費（アライグマ・ハクビシン対策）
○都市整備総務費（緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画策定経費）
○いじめ問題対策委員会等経費

２．算定改善等　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２項目

＜算定充実＞　　　　　　１２項目
○都区市町村電子自治体共同運営システム経費
○帰宅困難者対策用食料等の備蓄（一時滞在施設用）　　○公金取扱手数料
○宿泊所等管理運営費　　○地域生活支援事業費
○介護保険サービス利用者負担軽減補助事業費
○区立保育所管理運営費（公設民営委託料）　　○私立保育所施設型給付費等
○【態容補正】私立認定こども園施設型給付費
○予防接種費（事務経費）　　○予防接種費（接種率等）
○私立幼稚園施設型給付費

＜事業費の見直し＞　　８項目
○全国市長会負担金　　○全国市議会議長会負担金　　○職員被服貸与費
○老人福祉増進事業費　　○健康手帳交付　　○機能訓練
○【投資】特別区債（道路改良）
○【投資・態容補正】公有水面埋立事業・下水処理場覆がい事業

＜算定方法の改善等＞　　１２項目
○自治体総合賠償責任保険費
○支払代行業務委託費（社会福祉費・老人福祉費・生活保護費・児童福祉費）
○国民健康保険事業助成費（国保制度改革）
○自殺防止対策事業費　　○性感染症対策費　　○環境衛生費（水質検査）
○精神保健対策費　　○清掃費の見直し　　○道路占用料
○【投資・態容補正】道路橋りょう費（都市計画交付金対象経費）
○【投資】投資的経費に係る工事単価の見直し（建築工事）
○【経常・投資】投資的経費に係る工事単価の見直し（土木工事）

３．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３項目

＜財源を踏まえた対応＞
○保育所整備等対応経費の臨時的算定
○義務教育施設の新築・増築等に係る元利償還金相当額の前倒し算定
○都市計画交付金に係る地方債収入相当額の前倒し算定

都区財政調整協議会のまとめ

別紙２



都区協議会における特別区長会会長発言要旨 
 

今年度の都区財政調整協議は、平成３０年度税制改正において、都区双

方が大幅な減収となる地方消費税の清算基準の見直しが行われ、また今後、

更なる地方法人課税の見直しも検討するとされるなど、都区を取り巻く財

政環境が厳しい中での協議となった。 

私どもは、都区の合意事項である配分割合の変更事由は生じないと判断

をして、現行の配分割合である５５％のもとでの対策を講ずるべく協議に

臨んだ。 

協議の結果、区側の提案事項について、清掃費の見直しや国保制度改革

に伴う国民健康保険事業助成費の見直しなど、相当程度反映できることと

なった。これは、都区双方の努力の成果だと考えている。 

一方で、協議の中で今後の課題となったものも多々ある。 

特別交付金の割合の引下げや減収補填対策、都市計画交付金の改善につ

いては、区側から新たな視点での提案をしたにもかかわらず、都側からは

今回も前向きな見解は示されず、実質的な協議が行われなかった。 

また、初めて提案した児童相談所関連経費については、区側では、政令

指定を受け、法に基づき設置した場合、当該区における都の権限は区に移

るため、当然に財調算定し、都区の役割分担の変更に伴い、配分割合を見

直すべきと考えているが、都側からは明確な見解が示されず、議論には至

らなかった。特別区が児童相談所を設置するにあたって、財源の確保は重

要な課題であり、特別区として一体となって協議に臨んでいるものである。

このままでは、各区の準備作業にも支障を来し兼ねない。しっかりと受け

止めていただき、万全な準備を行えるよう、早期の決着に向けて前向きな

対応をお願いしたい。 

これらの課題については、制度本来の相互理解と協力関係のもとで、解

決が図られるべきものであり、来年度に向けては是非前向きな対応をお願

いしたい。 

東京オリンピック・パラリンピックの開催準備や、安全・安心なまちづ

くり、また少子・高齢化対策など、喫緊の課題への対応と合わせて、東京

を狙い撃ちした不合理な税制改正等に対抗していくためにも、都と特別区

がこれまで以上に連携を深め、取り組んでいかなければならない。 

９３０万区民の幸せのために、都区が真摯に協議を重ねながら、諸課題

の解決に当たっていくことを期待して、協議案を了承する。 

別紙３ 


